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１ 募集の概要 

本市では第 9期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(令和 6年度から令和 8年度まで)に基づき、

特定施設入居者生活介護の整備・運営を行う事業者を募集します。 

本募集に申し込みをされる事業者におかれましては、本募集要領及び関係法令等を十分にご理解の

上、ご応募いただきますようお願いいたします。 

 

２ 募集内容 

施設数 定員床数 

1 施設 100 床 

  ※ 本公募は、尼崎市の所有地を随意契約により買い取り、施設整備に活用することを前提として

います。用地の概要につきましては、「特定施設入居者生活介護（介護付き有料老人ホーム）建

設用地について」（P.8～）をご参照ください。 

 

３ 応募事業者の資格 

応募事業者は、以下の資格要件を全て満たすことが必要になります。 

⑴ 介護保険法第 70 条第 2 項各号及び第 115 条の 2 第 2 項各号の規定のいずれにも該当しないこと。 

⑵ 応募事業者の代表者及び役員が尼崎市暴力団排除条例第 2 条第 5 号に規定する暴力団員及び同条

第 7号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

⑶ 次の 2つのうち、1つ以上を満たしていること。 

 ① 直近 3 か年決算のうち 2か年以上黒字であること。（※1） 

 ② 直近 3 か年決算のうち 2か年以上債務超過でないこと。（※2） 

  ※1 黒字とは、損益計算書の当期利益がプラスであること。 

※2 債務超過とは、貸借対照表の純資産がマイナスであること。 

 ⑷ 資金計画及び事業計画に基づく確実な実施が見込まれること。 

 ⑸ 応募事業者が自ら開設し、指定を受けるものであること。 

⑹ 選定後、必要に応じて担当部署との事前協議等を行い、速やかに施設整備に着手できること。  

 

４ 施設計画策定の条件 

応募事業者は施設計画策定に当たり、以下の条件を遵守することが必要です。 

区分 内容 

本体施設 

特定施設入居者生活介護 1 施設 100 床 

・全室介護居室で計画すること。 

・新たに整備する有料老人ホーム（サービス付き高齢者向け住宅のう

ち有料老人ホームの要件に該当するものを含む）であること。 

※ 「尼崎市有料老人ホーム設置運営指導指針」・「尼崎市有料老人ホー

ム設置指導要綱」の規定に基づく特定施設入居者生活介護（介護予防

含む）を提供する介護付有料老人ホームとして本市に登録すること。 

※ 「尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービス事業の人員、設備

及び運営の基準等を定める条例」など介護保険関係法令等の基準を

満たしていること。  

※ 指導指針・指導要綱については「尼崎市ホームページ＞産業・ビ

ジネス＞各種事業者の方へ＞介護保険事業者等＞有料老人ホームの

運営について（令和 6年 4月改定）」に、基準条例については「尼
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崎市ホームページ＞産業・ビジネス＞各種事業者の方へ＞介護保険

事業者等＞介護保険サービス等の人員、設備及び運営に関する基準

条例について」に掲載しています。 

用地 

・ 本公募は、尼崎市の所有地を随意契約により買い取り、施設整備に活

用することを前提としています。用地の概要につきましては、「特定施

設入居者生活介護（介護付き有料老人ホーム）建設用地について」（P.8

～）をご参照ください。 

財源の確保等 

・ 施設整備等の事業計画に関して必要な財源を確保すること。 

開設当初の運営資金については、施設開設までに要する事務費や人件

費のほか、介護報酬が入るまでの必要経費（施設の年間事業費の 12 分

の 2以上）を有することを必要とする。 

※ 自己資金には、借入金によって調達される資金は含まない。  

※ 施設整備費：建設費、設計費のこと。 

※ 借入利率については、予定利率で計算すること。 

・ 施設の安定した運営が見込まれること。施設の収支見込、建設時借入

金の償還財源などを適切に見込むこと。なお、消費税率は 10％として計

画すること。 

・ 入居者が負担する居住費等の考え方について、算定の根拠を示すこ

と。なお、居住費等は市内の近傍同種施設と比較し、適正な設定とする

など、入居者の負担に配慮し設定すること。 

・ 過去の公募において、申込時の提出書類である資金計画書や資金収支

予算書等の書類に記載誤りが散見される事例がある。 

 特に、書類の整合性（各提出書類に矛盾なく一貫性のある記載がされ

ている）については、厳密に審査を行うため、記載誤りのないように作

成すること。 

その他 

・ 「尼崎市介護保険法に基づく指定居宅サービスの事業の人員、設備及

び運営の基準等を定める条例」、介護保険法、都市計画法、建築基準法、

消防法、その他関係法令及び関係通知を確認し、必要に応じて、関係部

署・機関とも打ち合わせの上、応募すること。 

・ 建設予定地に係る公法上の制限等については、関係機関等で事前に確

認すること。また、施設の計画・建設・法人組織・運営等に当たっては

関係諸法令を遵守し、適正に行うこと。 

 

５ 補助金 

  補助金額単価については、兵庫県や本市の今後の予算の動向等に伴い、変動する場合があることを

ご留意ください。 

  (参考：令和 6年度補助金単価に基づく補助金交付額試算) 

  【施設整備補助金】なし 

  【開設準備補助金】(開設前 6か月間の事務費、広報費、看護・介護職員の雇用費、備品費等) 

  (補助単価)989,000 円×定員数 

  ※補助の内示以降に事業着手するものが対象となります。また、補助金については兵庫県及び本市

の予算措置等が前提であり、交付及び金額が保証されるものではありません。 

 

６ その他留意事項 

 ○ 地域住民の要望に対する条件 

  ⑴ 施設整備に当たっては、地域住民に対し十分な説明及び配慮を行うとともに、誠実に対応するこ

と。建築工事においては、事前に振動・騒音・安全に関する対策を講じ、近隣住民に対して事前の

説明を行うとともに、工事期間中も苦情・要望があった際には、迅速かつ丁寧に対応すること。 
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  ⑵ 開設後も近隣住民に配慮した運営を行い、良好な関係を築くよう努めること。 

 

７ 質問と回答 

 ⑴ 受付期間：令和 6年 12 月 13 日(金)まで 

 ⑵ 質問方法：質問票（本市ホームページ上に掲載）に質問事項を記入の上、電子メールにて提出願い

ます。（件名は「令和 6年度特定施設入居者生活介護整備事業者募集質問（法人名）」とし

てください。 

 ⑶ 提出先：尼崎市福祉局福祉部高齢介護課 ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp 

 ⑷ その他 

・ 回答については、本募集要領と同等の効力を有するものとしてホームページ上で公開します。 

・ 公平性を期すため、上記質問方法以外での個別質問は受付できません。 

・ 質問は応募事業者からのみ受付けます。コンサルティング会社や建設会社・設計会社等からの質

問及び問い合わせには応じられません。 

 

８ 応募方法 

⑴ 受付期間：令和 7年 1月 17 日（金）まで（土日祝日及び閉庁日を除く。） 

受付時間：午前 9時～午後 5時 

応募される場合は、提出希望日の 1 週間前までにお電話いただき、具体的な提出日時を事前予約

願います。予約がない場合は対応できませんので、予めご了承ください。 

⑵ 申込窓口：尼崎市福祉局福祉部高齢介護課（尼崎市東七松町 1-23-1 本庁舎北館 3 階 4 番窓口） 

   必ず応募事業者の担当者が窓口までご持参ください。（郵送不可。） 

⑶ 提出書類 

 ① 特定施設入居者生活介護設置申込書【様式 1】 

申込概要【様式 1-2】 

② 法人の基本理念・施設の運営方針等説明書【様式 2】 

法人事業実施状況【様式 2-2】 

③ 資金収支予算書 (３年分)【様式 3】 

月別資金収支予算書 (３年分)【様式 3-2】 

借入金償還計画書【様式 3-3】 

④ 整備等資金計画書【様式 4】 

整備資金計画内訳明細書【様式 4-2】 

寄附等確約書【様式 4-3】 

人件費（職員）内訳書（３年分）【様式任意】 

前払い金、介護費用及び利用料の算定基礎【様式任意】 

⑤ 法人調書【様式 5】 

役員名簿【様式 5-2】 

役員の履歴書、身分証明書【様式任意】 

法人運営（経営）理念【様式 5-3】 

関連当事者との取引状況【様式 5-4】 

法人の主な出資者【様式任意】 

法人登記簿謄本及び定款【様式任意】 
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会社法第 337 条に規定する会計監査人（公認会計士又は監査法人）との提携を表す証または、

決算書類を作成した税理士（税理士事務所）が分かる書類【様式任意】 

⑥ 法人の本部会計及び施設会計の資金収支計算書・資金収支内訳表・事業活動収支計算書・事業

活動収支内訳表・貸借対照表・財産目録・キャッシュフロー計算書・損益計算書(過去３年決算

分)、寄付者の預金残高証明書、経理区分間及び会計単位間資金移動明細表（複数の事業をして

いる法人のみ)、固定資産管理台帳（建設付属設備のみ）、預金・借入金残高証明書（直近決算時

分）【様式任意】 

収支決算等内訳書【様式 6】 

⑦ 所管庁の直近の監査・実地指導等において、次の書類の写し【様式任意】 

ア 所管庁からの「指導監査結果について(通知)」 

イ  法人提出の「指導監査の改善について(報告)」 

なお、指摘事項がない場合は、「指摘事項がない」旨の文書を提出してください。 

⑧ 運営規程（案）、入居者契約書（案）、有料老人ホームの概要（案）、重要事項説明書（案）、介

護サービス基準（一覧表）（案）、管理規程（案）等【様式任意】 

⑨ 各種マニュアル等（防災、感染症対策、身体拘束、虐待防止、職員育成等）【様式任意】 

⑩ 前払い金がある場合、入居者への返還債務の保全措置方法の概要【様式任意】 

保全措置をすでに講じている場合は、それを証する書類【様式任意】 

⑪ 管理者に就任する者(予定者)の経歴書【様式 11】 

 管理者就任の承諾書【様式 11-2】 

 ⑫ 職員人材確保計画書【様式 12】 

職員採用計画書又は方針書【様式 12-2】 

勤務状況一覧表(４週間分の予定) 【様式任意】 

⑬ 医療機関との連携協力を表す証【様式任意】 

⑭ 特定施設入居者生活介護計画書【様式 14】 

施設計画概要【様式 14-2】 

建物配置図、各階平面図及び建設工事工程表【様式任意】 

パース図又はデッサン等建物の外観のイメージ図【様式任意】 

⑮ 用地について【様式 15】 

⑯ 有料老人ホームの設置が本市の介護保険財政に与える影響評価【様式任意】 

 市場調査結果報告書（相当数の入居見込書が確保できていることを証するもの）【様式任意】 

⑷ ⑶に記載の提出書類は、「尼崎市ホームページ＞産業・ビジネス＞各事業者の方へ＞介護保険事

業者等＞特別養護老人ホーム・地域密着型サービス等の法人及び事業者の募集＞令和 6年度特定施

設入居者生活介護整備事業者の募集について」（ページ番号：1039756）からダウンロードできま

す。 

 ⑸ 申込に際しては⑶に記載の提出書類を作成し、⑶に記載の順に並べた上で、間紙（インデックス）

等で通し番号を振っていただき、書類間を区分したものをフラットファイル（A4 サイズ）に綴じて

ください。 

その際、必ず 1ページ目に目次を作成していただき、どの書類が、通し番号の何番に当たるかが

分かるよう明記してください。 

また、表紙、背表紙に｢令和 6年度尼崎市特定施設入居者生活介護整備事業者応募書類｣（法人

名）と記載してください。  
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 ⑹ 提出部数は 10 部（正本 1部、副本 9部）とし、表紙、背表紙に正本、副本が判るよう表示してく

ださい。 

 ⑺ 期間内に申込に必要な書類等は、全て整えて提出してください。また、申込受付後に本市担当課

から資料の説明や追加資料の求めがあった場合には、速やかに回答若しくは提出してください。 

 ⑻ 選定した応募事業者に係る情報については、尼崎市情報公開条例（平成 16 年尼崎市条例第 47

号）その他の法令に基づき、原則として開示の対象とします。 

 ⑼ 申込に係る留意事項 

・ 応募のために法人が負担した一切の費用について、これを本市に請求することはできません。 

・ 事業収支計画において、本事業が適正に運営される見込みであると認められる計画であること。

なお、応募時に提出される運営規程等に記載している居住費等利用料については、事業者指定 

後、3年間は増額変更できません。 

  ・ 提出された書類等は返却しません。（辞退した場合も同様）  

・ 必要に応じて、別途資料を要求する場合があります。 

・ 提出後に申込を辞退する場合は、別途、辞退届の提出が必要となるため速やかにご連絡をお願い

します。 

・ 応募資料等に虚偽事項の記載があった場合には、選定を取り消す場合があります。 

・ 応募締め切りを経過した場合、理由の如何を問わず一切受理しないほか、応募受付期間内に、応

募資料が全て整わない場合や本市から別に期間を定めて行う応募資料の補正や追加に応じられな

い場合には、応募を辞退したものとして取り扱います。 

・ 国会議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは尼崎市職員である者又はこれらの職にあった

者やこれらの関係者を通じて不当な圧力がかかった場合には、応募資格を喪失したものとして取

り扱います。 

・ 応募書類の作成に当たっては、記載誤りや事業費等の計算誤りがないよう、充分注意の上作成し

てください。 

 

９ 選定方法等 

 ⑴ 整備予定事業者の選定 

応募事業者から提出された応募書類の内容について、本市選定委員会において書類審査及び面接

審査等を行い、最も適切であると認める整備予定事業者と、補欠として適切と認められる整備予定事

業者を選定し、その旨を市長に対して意見具申を行います。 

 

書類に応じたインデック
スを付けること。 
※インデックスには、上記
提出書類の通し番号を記
載してください 

背表紙 

 

 

令和 6 年度尼崎

市特定施設入居

者生活介護整備

事業者応募書類 

応募事業者

表紙 

正本副本の区分 

 



 

 6

市長は当該意見を尊重して、正式に整備予定事業者及び補欠整備予定事業者を選定します。ただし、

審査の結果によっては整備予定事業者、第 2整備予定事業者とも選定されない場合があります。 

また、補欠として選定された第 2 整備予定事業者については、令和 7 年 9 月 30 日（火）までに市

から繰り上げの通知がない場合は、補欠の地位を失効します。 

 ⑵ 選定結果 

選定結果は、全応募法人に直接通知いたしますが、審査にかかる問合せはお受けできません。 

なお、決定した整備予定事業者については、法人名等をホームページ上でも公開します。 

 ⑶ 計画の変更について 

選定後、整備予定事業者に対して、施設等の計画について部分的な変更を求める場合があります

が、この場合は、その指示に従って事業を実施してください。なお、整備予定事業者の都合による計

画内容の変更は原則できません。 

万が一、選定後に整備予定事業者の都合による計画内容の変更が生じた場合は、速やかに市に報

告し、協議してください。 

変更内容によっては、選定結果を取り消し、再度選定委員会を実施する等、選定可否を改めて審

議する場合があります。 

再度選定委員会を実施した場合等の再審議に要した時間による工事計画等への影響について、市

は一切の責任を負いません。 

 

10 選定の取消等について 

以下の要件に抵触する場合、選定の取消等を行うことがあります。なお、これらの場合、当該整備

予定事業者は既に要した一切の費用の弁済を市に請求することはできません。 

 ⑴ 市長は、整備予定事業者において、募集要領に記載する事項について、事業実施前に重大な違背行

為があったと認める時は、選定結果を取り消すことができるとともに、事業開始後に重大な違背行為

があったと認める時は、施設整備等補助金の交付取消や返還を求める場合があります。 

 ⑵ 選定後に辞退した場合や、募集要領記載事項についての重大な違背行為があった場合は、以降の整

備事業者公募への応募に際して、制限を課す場合があります。 

 ⑶ 市長は、洪水、地震、火災その他の自然的若しくは人為的な事象で市と事業者の双方の責めに帰す

ことのできないことにより、整備予定事業者による本事業の実施が困難であると認められるときは、

選定結果を取り消すことができるものとします。 

 

11 施設の開設期限 

  令和 8年度中に施設を開設してください。万が一、開設時期に遅延等の可能性が出た場合は速やか

に市に報告し、協議してください。 

 

12 その他 

⑴ 整備事業者は、本募集要領に記載の諸条件等をはじめ、施設整備及び運営に係る関係法令の遵守は

もとより、当該事業の円滑な実施に向けて、近隣住民等に対する説明や事業調整等を十分に行ってく

ださい。 

⑵ 市の事業者選定における審査の過程において、整備事業者が計画を変更しようとする場合は必ず

本市と協議してください。 

⑶ 今回公募において選定されたことが直ちに本市として事業の開始を許可するものではありません。
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施設の整備内容の確定はもとより、事業開始の時期が確実となったのち、別途指定申請の手続が必要

です。 

指定申請の際の内容は、公募の際の内容と変更がないことを原則とします。また、提出書類等に虚

偽があった場合、あるいは当初の予定を変更したことを本市に報告し了承を得なかった場合等につ

いては、指定申請は受け付けません。 

 

13 募集に係るスケジュール 

 日時 内容 

1 令和 6年 11 月～令和 7年 1月中旬 
本事業の募集要領をホームページ上で提供 

(応募締め切り:令和 7年 1月 17 日(金) 17 時) 

2 令和 6年 12 月 13 日 質問提出期限 

3 令和 7年 1月中旬～2月下旬 高齢介護課による書類審査 

4 令和 7年 3月上旬 選定委員会による審査(事業者プレゼン) 

5 令和 7年 3月末日頃 整備予定事業者選定 

6 令和 7年 4月以降 整備予定事業者と土地売買契約の締結 

※ 応募事業者の数が多い場合は､複数回に分けた選定委員会を実施することになるため､事業者の選

定までのスケジュールが延びる可能性があります｡上記スケジュールはあくまで予定となっている

ことをご了承願います｡ 

 

14 お問い合わせ先 

  尼崎市福祉局福祉部高齢介護課 企画調整担当 

  住所：〒660-8501 尼崎市東七松町 1丁目 23番 1 号 北館 3階 

  T E L：06-6489-6356 F A X：06-6489-6528 

  E-mail：ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp 

 

以 上 
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特定施設入居者生活介護 

（介護付き有料老人ホーム）建設用地について 
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１ 土地の概要 

  下記の物件は、本市が本公募により選定した整備予定事業者に対し、用途を限定して随意契約により

売却するものです。 

 （物件情報） 

所在・地番 
①尼崎市西昆陽 3丁目 496 番 16 ②同 555 番 2 ③同 556 番 3 ④同 597 番 1  

※募集要領掲載時は分筆登記手続き中です。（P.13 明細図参照） 

地 目 ①②③④宅地 

地 積 
①3,579.85 ㎡ ②333.96 ㎡ ③1.08 ㎡ ④2.20 ㎡ 計 3,917.09 ㎡ 

※各分筆後の地積 

用途地域 
第一種中高層住居専用地域 

(建ぺい率 60％、容積率 200％) 

防火指定 準防火地域 

日影規制 建築基準法第 56 条の 2 別表第 4 2-(2) 

高度地区 第 2種高度地区 

土地の状況 
更地（敷地周囲に素掘り側溝及び北、南、西側にフェンスを設置） 

※従前の土地の状況：市営住宅（宮ノ北住宅）の敷地 

接面道路等の

状況 

北側：市有地（戸建て住宅誘致予定） 

東側：6-2 号指定水路を挟んで市道 

（路線番号：0317 路線名：市道第 191 号線の乙） 

認定道路幅員 1.82～8.0ｍ （現況幅員約 5.1ｍ～5.6ｍ） 

南側：市道（路線番号：4763 路線名：市道第 891 号線）  

認定道路幅員 6.0ｍ 

西側：市有地（戸建て住宅誘致予定） 

供給処理施設 

電 気：東側と南側道路に架線有り 

上水道：東側道路に配管有り 

※口径 20㎜の水道メーター150 個相当の分担金の権利があります。 

下水道：南側道路に配管有り 

※分流区域となっており、汚水と雨水の配管がありますが、敷地内の雨

水排水は水路管理者（尼崎市都市整備局土木部河港課 電話：06-6489-

6498。以下同じ。）と協議の上、東側水路（6-2 号指定水路）へ放流する

必要があります。 

ガス：東側道路に配管有り 

交通機関 
・阪急電鉄「武庫之荘」駅から北西へ約 3.3km（バスで片道約 20 分） 

・阪神バス「宮ノ北団地」停留所から北東へ約 100m 

注意事項 

① 土壌汚染調査、地下埋設物調査、地盤調査は行っていません。本市

が当該土地を売却した後に土壌汚染、地下埋設物及び土壌に関する問

題が発生しても、本市は問題解消のための手続きや負担は一切行いま

せん。 

② 上空を通過している関西電力送配電株式会社の送電線について地役

権設定登記がされています。確約書を関西電力送配電株式会社と締結

しており、当該物件を売却後、整備予定事業者に引継ぎます。整備予
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定事業者は関西電力送配電株式会社及び尼崎市から地役権の対価を受

け取ることはできません。 

 ※詳細は、「地役権の概要」（P.11）を参照してください。 

③ 北東と南東角でネットフェンスが東側隣接地（尼崎市有地）のネッ

トフェンスと一体となっているため、当該地内のネットフェンスを撤

去等する際は、尼崎市都市整備局住宅部住宅政策課（電話：06-6489-

6608）と協議してください。 

④ 当該土地の東側は水路（6-2 号指定水路）となっているため、通路

橋等を設置する場合は、水路管理者と協議してください。 

⑤ 当該土地の一部について、地盤改良を行っています。 

⑥ 武庫川洪水ハザードマップにおいて、想定される浸水深：1～3m 未

満の区域に該当しています。 

⑦ 道路法、尼崎市住環境整備条例施行規則開発基準・技術基準等の関

係法令を遵守してください。（車両出入口等について） 

  市道に関する工事（L型街渠の乗入及び給排水施設等）を行う場合

は、事前に道路法の申請を行ってください。 

  担当：尼崎市都市整備局土木部道路課（電話：06-6489-6480） 

⑧ 現状有姿での引き渡しとなるため、整備予定事業者の責任におい

て、現地、周辺環境及び法令上の規制等については必ず確認し、適切

な処置を整備予定事業者の負担と責任で行ってください。 

 ※当該土地はフェンスが設置されており、鍵がかかっているため、敷

地内に立入ることはできません。立入りを希望される場合は、鍵を貸

与しますので、尼崎市福祉局福祉部高齢介護課（電話：06-6489-

6356）までご連絡ください。 

隣接地の 計

画に係る条件 

・北側について 

 当該土地の北側用地は、今後、土地境界線に接して幅員 6メートルの道

路が整備される可能性があるため、当該道路が整備された場合においても

建築基準法その他関係法令に適合する施設計画としてください。 

・西側について 

当該土地の西側用地は、戸建ての住宅地として活用される可能性があ

るため、戸建ての住宅予定地に配慮した施設計画としてください。 

・東側について 

 当該土地の東側水路（6-2 号指定水路）は、令和 9年度以降、道路と

して整備される可能性があるため、それを踏まえて、水路管理者と協議

を行い、施設計画を行ってください。 
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地役権の概要 

承役地 尼崎市西昆陽 3丁目 555番 2 

目的等 

地役権の目的に抵触する行為、およびその他電線路に支障となる一切の

行為をしないこと。 

【目的】 

電線の支持物を除く電線路を設置（張替、増強等を含む）すること及び

その保守運営のための土地立入りまたは通行もしくは使用の認容並びに

当該電線路の最下垂時における電線の高さから 3.75m を控除した高さを

超えた建造物、工作物の築造及び爆発性、引火性を有する危険物の製造、

取扱い、貯蔵、立竹木の生育等電線路に支障となる一切の行為の禁止。 

 関西電力送配電株式会社と締結した確約書に基づき、次の事項について

遵守すること。 

【遵守事項】（確約書の内容） 

・工事計画図面ができしだい、関西電力送配電株式会社に検討を依頼する

こと。 

・建物の上部造営材には不燃性もしくは自消性のある難燃性材料を使用

すること。 

※不燃性とは瓦、スレート、コンクリート、金属製材料をいいます。ま

た、自消性のある難燃性材料とは、硬質塩化ビニール波板（JIS A-

5702）ガラス繊維強化ポリエステル（JIS A-5701）となります。 

・建物に金属製の上部造営材（屋根材等）を使用するときは、施行者側に

てＤ種接地工事（100Ω以下）を施すこと。なお、接地抵抗の確認の結果

が 100Ω以下の場合は必要ありませんが、その場合は関西電力送配電株

式会社にその旨の連絡をすること。 

・建造上部テレビアンテナ等の付属物を設置される場合は、電線との離隔

距離 3.75ｍが必要となりますので、事前に関西電力送配電株式会社と

協議すること。 

・建造物の建設については、検討結果における作業可能高さを考慮した、

電線から 4.0ｍ以上の安全距離を確保できるよう、建築計画（クレーン

等の重機使用時は吊りワイヤ長さも考慮）すること。 

・施工時クレーン等重機使用される場合は、感電事故防止のため施工側に

て防護対策（明示ロープ等）および専任監視者の設置について関西電力

送配電株式会社と事前協議を行うこと。 

 ※防護対策の設置等については、労働安全衛生規則第 349 条。 

・屋上利用（オープンテラス等）する場合は 6.0ｍの離隔距離が必要とな

りますので、事前に関西電力送配電株式会社と協議すること。 

・当該物件を譲渡した場合、確約書に記載の内容を承継者に引継ぐこと。 

範 囲 送電線路線下両保安線間の土地 2.12 ㎡（P.13 明細図を参照） 

要役地 伊丹市池尻字松木山 26番 

期 間 地役権の存続期間は、関西電力送配電株式会社が電線路を必要とする期間 
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（案内図） 

 

 

 

縮尺なし 
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（明細図） 

 

 

 

縮尺なし 募集要領掲載時は、 

北東及び南東側隅切り部分

を分筆登記手続き中。 

 

※496-33、555-4、556-4、597-2 

（斜線部分）は売却対象外。 
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（地盤改良図） 

 

 

（現地写真） 

①東側から撮影                 ②南東側から撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③南側から撮影                 ④南西側から撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縮尺なし 
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⑤敷地内部撮影 1                ⑥敷地内部撮影 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 売却価格 

  353,000,000 円 

 

３ 売買契約の締結・売買代金の納付 

  本市と整備予定事業者との土地売買契約は、選定法人決定後速やかに「土地売買契約書」（P.17 参照）

に従って締結します。契約名義人は整備予定事業者となります。 

  整備予定事業者は、本市の承認なく本物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできま

せん。 

  契約書に貼付する収入印紙は、整備予定事業者の負担となります。 

  売買代金の納付方法は全額一括払いとし、本市の指定する方法で納付してください。 

 

４ その他の注意事項 

 ⑴ 建物を建築するにあたっては、市条例等により、指導がなされる場合や負担金が必要となる場合が

ありますので、事前に関係機関にご確認ください。 

 ⑵ 売買契約締結の日から本物件の引渡しの日までにおいて、本市の責めに帰すことのできない事由

により、本物件に滅失、き損の損害が生じたときは、その損害は整備予定事業者の負担とします。 

 ⑶ 整備予定事業者は、売買契約締結後、本物件が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合

しないことを発見しても、本物件の補修、代替物件の引渡し若しくは不足分の引渡しによる履行の追

完の請求、売買代金の減額、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができません。 

 ⑷ 整備予定事業者が売買契約に定める義務を履行しないために本市に損害を与えたときは、その損

害を賠償しなければなりません。 

 ⑸ 騒音や振動等によって近隣住民に迷惑がかからないよう十分配慮し、苦情等が寄せられた場合は、

整備予定事業者の責任において対応してください。 

 ⑹ 整備予定事業者は、人権文化（全ての人々が、不当な差別及び排除、暴力等による人権侵害を受け

ず、及び日常生活の中で互いの人権を尊重することを考えて行動することが自然である状態をいい

ます。)が社会に浸透することを目指す「尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例」に定める事業者

や市民等の責務を遵守し、事業者にあっては「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のため

のガイドライン」（令和 4 年 9 月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施

策推進・連絡会議決定）を踏まえて、人権尊重に取り組むよう努めてください。 
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５ 宮ノ北住宅用地全体のまちづくりのコンセプト 

 当該土地は、市営宮ノ北住宅の集約建替により創出した余剰地の一部であり、今後、売却を予定して

いるその他の余剰地も含めて当該地の魅力向上に関わるまちづくりの一部を担うことから、次に掲げ

る周辺用地のコンセプトや周辺環境に配慮した施設計画に努めてください。 

 

 ⑴ 人が集う「まちの中心」をつくる 

公園のベンチ、市営住宅のエントランス・集会所、バス通り（市道西昆陽宮ノ北橘本線）、バス

停など、人が行き交い出会う場所を中央に配置し、まちの中心性を高め、更に、バス通りのけや木

と対比して中心部にイチョウを植え中心性を演出しています。なお、この中心部分をコミュニティ

リング（平板の設え部分）と位置づけています。 

 ⑵ コミュニティリングを中心とした動線ネットワーク及びコミュニティの場の連続 

宮ノ北住宅の敷地内通路は、回遊動線で宮ノ北住宅全体が結ばれており、動線の結節点には街角広

場や共同花壇を設け、レストスポットがまちなかに点在しています。コミュニティの場を連続させる

ことで、地域のネットワークの活性化を促しています。 

⑶ 周辺用地のコンセプト図 

 

※市営宮ノ北住宅建替事業時の計画です。 
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土 地 売 買 契 約 書 （案） 

令和○年○月○日    

 

（甲）尼崎市東七松町１丁目２３番１号 

尼崎市 

代表者 尼崎市長 松 本  眞    ㊞ 

（乙）○○市○○町○丁目○番○号 

○○○○ 

      ○ ○  ○ ○  ㊞ 

 

 土地の売買について、尼崎市（以下「甲」という。）と○○○○（以下「乙」という。）

との間に次のとおり契約を締結する。 

（主記） 

第１条 甲は、その所有する次に掲げる土地（以下｢当該土地｣という。）を現状有姿で

乙に売り渡し、乙は、これを買い受ける。 

土地の表示 

  所在・地番・地積  尼崎市西昆陽 3 丁目 496 番 16 3,579.85 ㎡ 

尼崎市西昆陽 3 丁目 555 番 2  333.96 ㎡ 

尼崎市西昆陽 3 丁目 556 番 3  1.08 ㎡ 

尼崎市西昆陽 3 丁目 597 番 1  2.20 ㎡ 

  地目        宅地 

２ 当該土地が別記に記載する現状にあることについて、乙はこれを了承し、甲は責任

を負わない。 

（売買代金） 

第２条 乙が、甲に対して支払う売買代金は、金○○○，○○○，○○○円とする。 

（契約保証金の免除） 

第３条 甲は、尼崎市契約規則第３２条第５号の規定により、この契約に係る契約保証

金を免除する。 

（売買代金の納付方法及び納期限等） 

第４条 乙は、第２条の売買代金を、令和○年○○月○○日までに、甲が指定する納付

書により甲が指定するところに納付しなければならない。 

２ 乙は、前項に定める納期限までに納付すべき金額を納付しなかったときは、その納

期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、売買代金に年利率１４．６パーセント

を乗じて算出した金額（その金額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が

１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。）を遅延

損害金として、甲が指定する納付書により甲が指定するところに納付しなければなら

ない。 

３ 前項に規定する遅延損害金の日割計算においては、１年を３６５日として計算する。 

（所有権の移転及び登記の嘱託） 
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第５条 当該土地の所有権は、乙が第２条の売買代金を完納したとき（前条第２項の遅

延損害金がある場合は、売買代金及び遅延損害金を完納したとき）に、甲から乙に移

転する。 

２ 乙は、前項の規定により当該土地の所有権が移転したときは、甲が指定する期日ま

でに甲に対して所有権移転登記の請求を行い、甲は、その請求に基づき所有権の移転

登記を嘱託する。 

（当該土地の引き渡し） 

第６条 甲は、前条第１項の規定により当該土地の所有権が乙に移転したときに、当該

土地を乙に引き渡したものとする。この場合において、引渡し時に当該土地に存する

工作物の撤去、整地等に必要な経費については、乙の負担とする。 

（危険負担） 

第７条 この契約の締結後、当該土地の引渡しまでの間に、甲の責めに帰すことのでき

ない事由により当該土地が滅失し、又は損傷した場合は、その損失は乙の負担とする。 

（公租公課等の負担責任） 

第８条 第５条第１項の規定により当該土地の所有権が移転した後における当該土地

に対する公租公課その他一切の賦課金は、乙の負担とする。 

（契約不適合責任） 

第９条 乙は、この契約の締結後、当該土地が種類、品質又は数量に関してこの契約の

内容に適合しないことを発見しても、甲に対し、当該土地の補修、代替土地の引渡し

若しくは不足分の引渡しによる履行の追完の請求、売買代金の減額、損害賠償の請求

又は契約の解除をすることができない。 

（当該土地に関する紛争の解決責任） 

第１０条 甲及び乙は、当該土地に関する紛争が生じたときは、これを次に掲げるとこ

ろにより区分して処理し、それぞれ相手方に対して迷惑をかけてはならない。 

(1) その紛争が当該土地の引渡し前の原因によるときは、甲が責任をもって処理す

る。 

(2) その紛争が当該土地の引渡し後の原因によるときは、乙が責任をもって処理す

る。 

２ 前項第１号の規定にかかわらず、乙の使用その他乙の責めに帰すべき事由に基づき

当該土地に関して紛争が生じたときは、乙が責任をもってこれを処理しなければなら

ない。 

（当該土地の用途） 

第１１条 乙は、当該土地の用途について、次に掲げる内容を遵守しなければならない。 

(1) 当該土地は介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第１１項に規定する

特定施設入居者生活介護（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条の２第

９項に規定する介護予防特定入居者生活介護を含む）及びこれに付帯する施設の

ための用地として使用しなければならない。 

(2) 乙は、令和９年３月３１日までに、前項の用途に供しなければならない。 

(3) 乙は、やむを得ない理由により前２項に定める用途に当該土地を使用できない

場合は、理由を記載した書面を甲に提出して、甲の承認を受けなければならない。 



19 
 

(4) 当該土地を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）」第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風

俗関連特殊営業、同条第１１項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第１３項に

規定する接客業務受託営業その他これらに類する業の用途に供しないこと。 

(5) 当該土地を「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）」第２条第２号に規定する暴力団の事務所その他これに類する用途に供

しないこと。 

２ 甲は、前項に規定する禁止事項等について必要があると認めるときは、当該土地に

ついて実地に調査を行い、又は乙に対して所要の報告を求めることができる。 

３ 乙は、正当な事由なくして前項の実地調査を拒み、妨げ、又は甲への報告を怠って

はならない。 

（譲渡の禁止） 

第１２条 乙は、本件土地について、第三者へ譲渡をしてはならない。ただし、事前に

書面により甲に申し出て、甲から書面による承認を得たときは、この限りではない。 

（買戻特約） 

第１３条 甲は、乙が次の各号に該当するときは、本件土地を買い戻すことができる。 

(1)  第１１条又は前条の規定に違反したとき。 

(2)  虚偽又は不正な行為によりこの契約を締結したとき。 

２ 前項の規定による買戻しができる期間は、本契約の効力発生日から１０年を経過す

る日又は甲が買戻特約の登記の抹消に同意した日のいずれか早い日までとする。 

３ 甲が第１項の規定により本件土地を買い戻すときは、甲は乙に対し、乙が支払った

売買代金のみを返還する。ただし、当該返還代金には利息は付さないものとする。 

４ 前項の場合においては、乙は、自ら負担した契約の費用及び本件土地に支出した必

要経費、有益費、違約金その他一切の費用を甲に請求することができない。 

５ 第３項の場合においては、乙又は第三者に損害が生じても、甲はその責任を負わな

い。 

（買戻特約の登記） 

第１４条 前条第１項に規定する買戻しに係る登記は、甲が第５条第２項の規定による

所有権移転の登記と同時に嘱託するものとする。 

２ 甲は、甲が買戻特約の抹消に同意した日以後、乙の請求により速やかに前項に規定

する買戻しに係る登記の抹消を嘱託するものとする。 

（契約の解除） 

第１５条 甲は乙が次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。 

(1)  破産、民事再生、会社更生又は会社整理の申立て、解散等があり、かつ、これ

によりこの契約に規定する義務を履行することができないと認められるとき。 

(2)  前号に掲げるもののほか、この契約に規定する義務を履行しないとき。 

２ 前項の規定により甲がこの契約を解除した場合において、乙又は第三者に損害が生

じても、甲はその責任を負わないものとする。 

（売買代金の返還等） 

第１６条 甲は、前条第１項の規定によりこの契約を解除したときは、乙が納付した売
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買代金相当額を返還するものとする。なお、当該返還金には利息を付さない。 

２ 前項の場合においては、乙は自ら負担した契約の費用、当該土地に支出した費用、

有益費その他一切の費用を甲に請求することはできない。 

３ 甲は、第１項の規定により乙に売買代金相当額を返還する場合において、乙が第１

８条の規定による違約金又は第１９条第１項の規定による損害賠償金を支払うべき

ときは、これらの金銭を当該売買代金相当額から控除して返還する。 

（原状回復） 

第１７条 乙は、甲が第１３条第１項の規定により本件土地を買い戻したとき又は第１

５条第１項の規定によりこの契約を解除したときは、甲の指定する期日までに、本件

土地を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が本件土地を原状に回復

することが適当でないと認めるときは、この限りではない。 

２ 乙は前項の規定により本件土地を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、

本件土地の所有権移転又は抹消の登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。

この場合において、本件土地に所有権以外の権利が設定されており、又は存するとき

は、あらかじめ乙の責任において当該権利を消滅させ、当該権利が登記されていると

きは、当該登記を抹消しなければならない。 

（違約金） 

第１８条 乙は、第１３条第１項の規定により本件土地を買い戻したとき又は第１５条

第１項の規定によりこの契約を解除したときは、金（売買代金の３０パーセント）円

を、違約金として、甲に支払わなければならない。 

２ 前項に掲げる場合のほか、乙は、第１１条の規定に違反したときは、金（売買代金

の１０パーセント）円を、違約金として甲に支払わなければならない。 

３ 前２項の違約金は、違約罰であり、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

（使用料相当損害金） 

第１９条 乙は、甲が、第１３条第１項の規定により本件土地を買い戻したとき又は第  

１５条第１項の規定によりこの契約を解除したときは、前条に規定する違約金とは

別に、第６条の規定により本件土地の引渡しを受けた日から第１７条第１項の規定

により本件土地を原状に回復して甲に返還する日までの間の使用料相当額を損害金

として甲に支払わなければならない。 

２ 前項に規定する使用料相当額の月額は、第２条に規定する売買代金に０．４パーセ

ントを乗じて算出するものとする。この場合において、使用料相当額の日割計算につ

いては、１月を３０日として計算する。 

（金銭債権の相殺） 

第２０条 乙が甲に対して金銭債権を有する場合において、甲が乙に対して金銭債権を

有するときは、甲は、これらの金銭債権について相殺することができる。 

２ 前項の場合において、乙が甲に対して有する金銭債権の総額が、甲が乙に対して有

する金銭債権の総額に満たないときは、同項の規定による相殺の充当の順序は、甲が

指定する。 

３ 前項の場合において、甲が第１項の規定による相殺の意思表示をしたときは、乙は、

速やかに、その相殺後の残額を甲に支払わなければならない。 
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（相隣関係等への配慮） 

第２１条 乙は、当該土地の使用又は新たな建物の建築にあたっては、十分な注意をも

って当該土地を管理するとともに、必要に応じて地元説明会を開催するなど、自らの

責任において近隣住民その他第三者との紛争が生じないよう配慮しなければならな

い。 

（契約の費用） 

第２２条 この契約の締結に要する一切の費用は、すべて乙の費用とする。 

２ 所有権移転及び買戻特約の登記に要する費用等は、すべて乙の負担とする。 

（特約の適用） 

第２３条 甲及び乙は、この契約に別紙「暴力団排除に関する特約」の適用があること

に同意する。 

（人権尊重努力義務） 

第２４条 乙は、「尼崎市人権文化いきづくまちづくり条例（令和２年尼崎市条例第３

号）」に定める事業者や市民等の責務を遵守し、事業者にあっては「責任あるサプラ

イチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令和４年９月１３日ビジネ

スと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定）を踏ま

えて、人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 

（管轄裁判所） 

第２５条 この契約に基づく訴訟の管轄裁判所は、甲の事務所の所在地を管轄する裁判

所とする。 

（定めのない事項等の処理） 

第２６条 この契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、法令（尼崎市

の条例等を含む。）の定めるところによるもののほか、甲、乙双方協議のうえ処理す

る。 

（契約履行の原則） 

第２７条 甲及び乙は、信義、誠実をもってこの契約を忠実に履行しなければならない。 

 

 上記の契約の成立を証するため、この契約書２通を作成し、甲及び乙の記名押印のう

え、各自１通を所持する。 

以 上   
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（別記） 

① 土壌汚染調査、地下埋設物調査、地盤調査は行っていない。土壌汚染、地下埋設物及

び土壌に関する問題が発生しても、甲は問題解消のための手続きや負担は一切行わな

い。 

② 上空を通過している関西電力送配電株式会社の送電線について地役権設定登記がされ

ている。甲は確約書を関西電力送配電株式会社と締結しており、乙に引継ぐ。乙は関西

電力送配電株式会社及び甲から地役権の対価を受け取ることはできない。 

③ 敷地周囲に素掘り側溝及び北、南、西側にフェンスを設置している。 

④ 北東と南東角でネットフェンスが東側隣接地（甲所有地）のネットフェンスと一体と

なっているため、当該地内のネットフェンスを撤去等する際は、尼崎市都市整備局住宅

部住宅政策課と協議すること。 

⑤ 当該土地の東側は水路（6-2 号指定水路）となっているため、通路橋等を設置する場

合は、水路管理者（尼崎市都市整備局土木部河港課）と協議してください。 

⑥ 当該土地は下水道分流区域に含まれており、敷地内の雨水排水は水路管理者（尼崎市

都市整備局土木部河港課）と協議の上、東側水路（6-2 号指定水路）へ放流すること。 

⑦ 当該土地の一部について、地盤改良を行っている。 

⑧ 武庫川洪水ハザードマップにおいて、想定される浸水深 1～3m 未満の区域に該当し

ている。 

⑨ 当該土地の北側用地は、今後、土地境界線に接して幅員 6m の道路が整備される可能

性があるため、当該道路が整備された場合においても建築基準法その他関係法令に適合

する施設計画とすること。 

⑩ 当該土地の西側用地は、戸建ての住宅地として活用される可能性があるため、戸建て

の住宅予定地に配慮した施設計画とすること。 

⑪ 当該土地の東側水路（6-2 号指定水路）は、令和 9 年度以降、道路として整備される

可能性があるため、それを踏まえて、水路管理者（尼崎市都市整備局土木部河港課）と

協議を行い、施設計画を行うこと。 

⑫ 道路法、尼崎市住環境整備条例施行規則開発基準・技術基準等の関係法令を遵守する

こと（車両出入口等について）。また、市道に関する工事（L 型街渠の乗入及び給排水施

設等）を行う場合は、事前に道路法の申請を行うこと。 

⑬ 現状有姿での引き渡しとなるため、乙の責任において、現地、周辺環境及び法令上の

規制等については必ず確認し、適切な処置を乙の負担と責任で行うこと。 
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（別紙） 

暴力団排除に関する特約 

（趣旨） 

１ 甲及び乙は、この契約を締結するに当たり、尼崎市暴力団排除条例（平成２５年尼崎市条例

第１３号。以下「条例」という。）第７条及び尼崎市事務事業からの暴力団等の排除措置に関

する要綱（平成２５年７月実施。以下「要綱」という。）の規定に基づき、暴力団を利するこ

ととならないよう必要な措置を講じることとし、以下の各項のとおり合意する。 

（契約からの暴力団等の排除） 

２ 乙は、この契約の履行に伴い、暴力団（条例第２条第４号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）、暴力団員（同条第５号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）及び暴力団密接関係者

（同条第７号に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。）（以下これらを「暴力団等」と

いう。）から契約の履行の妨害その他不当な手段による要求を受けたときには、甲に報告し、

所轄の警察署長（以下「警察署長」という。）に届け出て、捜査上必要な協力を行わなければ

ならない。 

（役員等に関する情報提供） 

３ 甲は、乙が暴力団等に該当しないことを確認するため、乙に対して、その役員等（要綱第２

条第２号に規定する役員等をいう。以下同じ。）の名簿その他の必要な情報の提供を求めるこ

とができる。 

４ 甲は、乙から提供された情報を警察署長に提供することができる。 

５ 甲は、乙が暴力団等に該当するか否かについて、警察署長の意見を聴くことができる。 

（警察署長から得た情報の利用） 

６ 甲は、警察署長から得た情報を他の業務において第１項の趣旨に従い暴力団等を排除する

ために利用し、又は他の実施機関（本市の議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委

員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長並びに地

方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２４４条の２第３項の規定に基づき本市の公の施設の

管理を行わせる指定管理者をいう。）に提供することができる。 

（甲の解除権） 

７ 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合におい

ては、この契約書（甲の解除権、解除に伴う措置等）の規定を準用する。 

(1) 乙が暴力団等であることが判明したとき。 

(2)  前号に掲げるもののほか、乙が正当な理由なくこの契約の条項に違反し、その違反によ

り暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。 

（解除に伴う措置） 

８ 前項の規定による解除に伴い、乙その他関係者に損害が生じた場合であっても、乙は甲に対

してその損害を請求することはできない。 

９ 乙がこの契約（暴力団排除に関する部分に限る。）の条項に違反したときには、契約の解除、

損害賠償請求その他の甲が行う一切の措置について異議を述べることができない。 

（乙からの協力要請） 

１０ 乙は、この特約の条項に定める事項を履行するに当たって、必要がある場合には、甲及び

警察署長に協力を求めることができる。                 （以 上）  


